関東学生アーチェリー連盟

フィールドアーチェリー競技規則
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

関東学生アーチェリー連盟

競技委員会

第1条（フィールドラウンド）

1． 本連盟フィールドラウンドは２４標的を各３射ずつ計７２射行射する。

2． 本連盟フィールドアーチェリーラウンドにおいては、RC部門・CP部門が設けられる。
第２条（標的面）

１．フィールドアーチェリー競技では、アンマークコース及びマークコースもいずれにおいてもフィールド標的面が使用される。

　２．フィールド標的面は次の４種類の大きさとし、それぞれ黄色のセンタースポットと、以下に示す４個の等間隔の得点帯からなる。
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３．フィールド標的面は、黄色のセンタースポットと4個の等間隔の得点帯からなっている。地の色は白色で、黄色帯は2つの得点帯に分けられる。内側得点帯は６点と採点され、外側得点帯は５点と採点される。この2つの得点帯は、太さ１㎜以下の黒線で分割される。
第３条（競技者の使用できる用具）

　　　アウトドアアーチェリーリカーブ部門・コンパウンド部門と同様とする。

第４条

１．双眼鏡及びその他の光学機器は、フィールドラウンドの競技中にいつでも使用する事ができる。但し、目盛りの入ったレンズ及び距離を測定するためのどのような装置も組み込まれたものであってはならない

　２．競技者は、以下の用具を使用する事はできない。

（1） 通信装置、ヘッドフォン等を使用した装置。但し、フィールドコース内に限る。

（2） 競技規則に記載されていない距離の測定器またはその他の距離あるいは角度測定装置手段。

（3） 全ての記載されたメモ類。但し、競技者が通常の照準器の位置を記載したもの及び個人的な得点の記録を除く。

（4） 電子的な記憶装置。

第５条（用具の検査）

１．もし、審判員の検査を受けていない用具を使用する必要が生じた時には、競技者は自分の責任において使用前にその用具を審判員に提示して検査を受けなければならない。この規則に違反した者は、失格となる場合がある。

２．競技規則に違反する用具の使用が発見された競技者は、それまでの全ての得点を失う。もしくは失格となる。

第６条（行射）

１．各競技者は、シューティングペグ(旧シューティングポスト)を通過し、標的に平行な想像上のラインの後方のそれぞれの行射位置で、立ってまたは膝を着いて可能な限りペグに近づきペグの後方より行射する。（約１ｍまでの距離ならば許可される）

２．行射を待つ競技者は、シューティングペグ上の競技者の充分後方で待機する。

　３．競技者は、そのグループの全競技者の行射が終了するまで標的に近づいてはならない。

４．次の矢を除き、どのような場合であっても再発射する事はできない。

（1） 行射位置に対する両足を動かさないで、競技者が自分の弓で触れる事ができる矢。但し跳ね返り矢を除く。

（2） 標的面またはバットレスが倒れた時。審判員は必要と判断した場合、該当する選手の矢数に応じて行射時間を与える。バットレスが滑り落ちただけの場合には、その措置は審判員の判断に一任される。

5． 主催者は、各グループが行射を開始する標的を指定する。
6． 弓具が破損した場合、予備弓具を使用しても良く、また他の競技者より借りた弓で行射することもできる。

第７条（立順及び行射時間）
１．競技者は４名以下のグループで行射し、３人未満となってはならない。各グループは可能な限り同じ人数とする。

２．競技者はゼッケン番号を付け、各グループが指定された行射を開始する標的及び各グループ内の行射順序（１Ａ・１Ｂ・１Ｃ・１Ｄ、２Ａ・２Ｂ・２Ｃ・２Ｄ　等）を表示する。

　３．各グループは以下の順序で行射する

（1） ４名のグループの場合には、２名の競技者がペグに並んで同時に行射する。

（2） ゼッケン番号の低い2名の競技者が最初の組として行射し、他の2名の競技者は次の組として行射する。

（3） 行射の順序は各標的ごとに各組交互に交代するものとする。

ＡＢ行射－ＣＤ行射、ＣＤ行射－ＡＢ行射、ＡＢ行射－ＣＤ行射、・・・等

　　（４）グループ内の全競技者が同意した場合、競技の開始前に前各項の組み合わせ及び行射位置を変更することができる。ただし、競技中に決定した変更事項は、変えることができない。

　　（５）1グループ3名の場合には、ゼッケン番号の低い2名の競技者が最初の組として行射し、他の1名を次の組として行射する。

　　　　　ＡＢ行射－Ｃ行射、Ｃ行射－ＡＢ行射」、ＡＢ行射－Ｃ行射、・・・等

　　（６）1名の組の行射位置は常にペグの左側とする。

　　（７）行射の順序および組み合わせなどの変更は本項第４項と同様とする。

　４．４０ｃｍ標的面の行射方法は以下の通りとする。

（1） ４個の標的面を４角形に配置する。

（2） 最初に行射する順番の２名の競技者のうち、左側の競技者が上段左側の標的面を行射し、右側の競技者が上段右側の標的面を行射する。

（3） 次に行射する順番の２名の競技者のうち左側の競技者が下段左側の標的面を行射し、右側の競技者が下段右側の標的面を行射する。

　５．２０ｃｍ標的面の行射方法は以下の通りとする。

（1） 最初に行射する順番の２名の競技者のうち、左側の競技者が左から１列目の標的面を行射し、右側の選手が左から３列目の標的面を行射する。

（2） 次に行射する順番の２名の競技者のうち、左側の競技者が左から２列目の標的面を行射し、右側の競技者が左から４列目の標的面を行射する。

　　　各競技者は、それぞれの標的面に１射ずつ、どのような順序で行射しても良い。

　６．各グループは別々のスポットから同時に競技を開始するように指定され、開始したスポットの前のスポットでユニットを終了する。

７．用具の故障、予期せぬ医学的な問題が発生した場合には、行射順序を一時的に変更する事ができる。但し、どのような場合にも、故障した用具を交換、快復するのに１５分以上かけてはならない。そのグループの他の競技者は、次のグループが通過する前に行射を終了して採点する。制限時間内に交換が終了した場合には、競技者はその標的で行射すべき残り矢を補充する。

8． 主催者または審判員、またはその両者にグループの順番の変更について通知した場合には、そのグループの競技者は、他のグループを先に行射させて通過させる事ができる。

9． 競技者がラウンド中そのグループまたは他のグループに対して不当な遅れを生じさせたとき、審判員はスコアカード上に第１回目の警告を記入し、そのラウンドの残りの競技時間中、時間を図ることができる。この場合１標的について３分間の制限時間とし、行射可能になるとすぐにペグに入ることが求められ、計測はペグに入ったと同時に開始する。
　　　　上記の過程後、制限時間を超えた競技者を確認した審判員は、第２回目の警告を与えた日時をスコアカードに記入し署名する。その競技中に第３回目及びそれ以降のすべての警告に対しその競技者はその標的の最高得点の矢が削除される。

　　　　特別の事情がある場合には、制限時間は延長される。

　10．警告は次のステージには持ち越されない。

第8条（得点記録）

　１．グループ内でもっとも低いゼッケン番号の競技者がグループリーダーとなり、そのグループを統率する。2番目・3番目に低いゼッケン番号の2名の競技者が得点記録員となり、4番目に低い競技者が的中孔に印をつける。

また、３名の競技者では、グループリーダーが的中孔に印をつける。

　２．得点記録は、そのグループのすべての競技者の行射が終了した後に行われる。

３．得点記録員は、スコアカードに正しい標的番号の横に、その矢を所有する競技者の呼称に従って、高い得点から順に記入する。そのグループの他の競技者は呼称される矢の得点を確認する。

　４．その標的上の全ての矢の得点が記録され、確認されるまで、矢または標的面のいずれにも触れてはならない。

　５．矢は、シャフトの位置によって得点が記録される。矢のシャフトが2つの得点帯を区分する色環帯または境界線に触れている時は、高い方の得点として記録される。

　　　もし、２０ｃｍ標的面に２本以上の矢が的中したときには、最も低い得点の矢を記録し、その標的面の他の矢はＭと採点される。

　６．境界線または２つの色環帯が接している部分の標的面が破損して欠けているとき、または矢によって分割線の位置が歪んだときには、その個所に的中した矢の得点の判定には、想像上の分割線が使用される。

　７．バットレスに埋没し、標的面から見えない矢は、審判員によってのみ得点が判定される。

　８．矢を得点記録し、標的から抜き取るときに、全ての的中孔に適切な印が付けられていないときには、バットレスからの跳ね返り、または完全に貫通した矢は得点にならない。但し以下の場合を除く。

　　（１）もし、そのグループで全ての競技者が、バットレスからの跳ね返り、または完全に貫通した矢の得点について同意した場合は、その矢は同意された得点とする。

　　（２）もし、そのグループで全ての競技者が、バットレスからの跳ね返り、または完全に貫通した矢の得点について同意したが、その得点について同意できなかった場合は、標的上の印のない的中孔の最も低い得点を記録する。

　　（３）もし、そのグループで全ての競技者が、バットレスからの跳ね返り、または完全に貫通した矢の得点について同意しなかった場合は、その矢は得点とならない。

　９．矢が的中したとき

　　（１）継ぎ矢は、当てられた矢と同じ得点を記録する。

　　（２）他の矢に当たり、それで標的面に当たった矢は、標的面のその矢の位置で得点を記録する。

　　（３）他の矢に当たり、跳ね返った矢は、当てられて破損した矢が確認できれば、当てられた矢と同じ得点を記録する。

　　（４）その競技者の標的面以外の標的面に当たった矢は、得点とはならない。

　10．得点が同点の場合、順位は以下の順序で決定する。

　　（１）６点数が最も多い者

　　（２）５点数が最も多い者

（３）これでも同点の場合は同順位とする。ただし決勝ラウンドへの進出のときの同点は、抽選またはディスクトスで順位を決定する。

11．スコアカードに得点記録員と競技者がサインすることによって、競技者がそれぞれ　の矢の得点（素点）、合計点、５点数、６点数に同意したことを示す。得点記録員のスコアカードには、同じグループの他の競技者がサインする。
第９条(禁止事項)

　試合当日試合会場にてサイトチャートを作成、貼り付けをしてはならない。役員が発見した場合、当該選手の競技会への参加を認めない。

第１０条（採用規則）

　本競技規則が定めるところ以外の競技規則については、全日本アーチェリー連盟競技規則に則る事とする。
